
７
月
の
市
税
ご
よ
み

20
日　

市
県
民
税
第
１
期
分
の
督

促
状
の
発
送

８
月
１
日　

固
定
資
産
税
第
２
期

分
お
よ
び
国
民
健
康
保
険
税
第
１

期
分
の
納
期
限

※
督
促
状
１
通
に
つ
き
１
０
０
円

の
督
促
料
と
延
滞
金
を
い
た
だ

き
ま
す
。

固
定
資
産
税
・
市
県
民
税

前
納
報
奨
金
制
度
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

　

固
定
資
産
税
と
市
県
民
税
は
、

年
４
回
の
納
期
に
分
け
て
納
め
ま

す
が
、
納
期
が
到
来
し
て
い
な
い

分
を
一
括
し
て
納
め
る
と
、
前
納

報
奨
金
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

間
近
の
納
期
で
例
え
る
と
、
第

２
期
の
納
期
ま
で
に
第
２
・
３
・
４

期
分
を
一
括
し
て
納
め
る
こ
と

で
、
一
定
の
率
に
応
じ
た
前
納
報

奨
金
の
交
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
国
民
健
康
保
険
税
に
は

前
納
報
奨
金
制
度
が
適
用
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
手
続
き
の
方
法

　

す
で
に
送
付
し
て
い
る
各
期
の

納
付
書
で
全
期
分
を
納
め
た
後
、

市
役
所
の
税
務
担
当
窓
口
に
あ
る

「
前
納
報
奨
金
請
求
書
」
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
、
同
担
当
窓
口

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
後
日
、

市
が
前
納
報
奨
金
を
預
金
口
座
へ

振
り
込
み
ま
す
。

■
手
続
き
に
必
要
な
も
の

〇
前
納
報
奨
金
を
受
け
よ
う
と
す

る
税
金
の
領
収
書

〇
印
鑑

〇
振
込
先
の
預
金
口
座
が
確
認
で

き
る
も
の
（
通
帳
な
ど
）

■
問
合
せ

〇
市
庁
舎
本
館
納
税
課

　

税
務
管
理
係（
内
線
２
２
８
２
）

〇
東
予
総
合
支
所
税
務
課

　

納
税
係　
　
　
（
内
線
１
２
１
）

〇
丹
原
総
合
支
所
税
務
課

　

納
税
係　
　
　
（
内
線
２
６
１
）

〇
小
松
総
合
支
所
税
務
課

　

納
税
係　
　
　
（
内
線
１
１
２
）

森
林
環
境
税
を
ご
存
じ
で
す
か

　

森
林
環
境
税
は
、
愛
媛
の
森
を

県
民
み
ん
な
で
守
り
育
て
て
い
く

た
め
、
平
成
17
年
度
分
の
市
県
民

税
か
ら
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の

税
金
は
、
森
林
環
境
の
保
全
と
、

森
林
と
共
生
す
る
文
化
を
創
造
す

る
た
め
の
事
業
に
使
わ
れ
ま
す
。

　

課
税
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
愛

媛
県
税
務
課
（
℡
０
８
９―

９
１

２―

２
２
０
１
）
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
世
帯
の
粗
大
ご
み
を
戸

別
収
集
し
ま
す

　

高
齢
で
あ
る
た
め
、
収
集
日
に

粗
大
ご
み
を
運
び
出
す
こ
と
が
困

難
な
世
帯
を
対
象
に
、
粗
大
ご
み

の
戸
別
収
集
に
伺
い
ま
す
。

■
対
象
世
帯

　

お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
高
齢
者

だ
け
で
構
成
さ
れ
る
世
帯

■
収
集
す
る
も
の

　

家
具
類
（
た
ん
す
、
机
、
い
す
、

食
器
棚
）
、
布
団
、
自
転
車
、
ス
ト

ー
ブ
、
こ
た
つ
、
掃
除
機
な
ど

■
収
集
で
き
な
い
も
の

　

家
電
４
品
目
（
テ
レ
ビ
、
冷
蔵

庫
・
冷
凍
庫
、
洗
濯
機
、
エ
ア
コ

ン
）
、
パ
ソ
コ
ン
、
天
日
温
水
器
、

消
火
器
、
バ
ッ
テ
リ
ー
、
バ
イ
ク
、

タ
イ
ヤ
、
農
機
具
な
ど

■
収
集
時
期　

８
月
下
旬
予
定

※
粗
大
ご
み
に
は
、
必
ず
「
粗
大

ご
み
処
理
券
」
を
は
り
付
け
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
間

　

７
月
１
日
㈮
〜
７
月
22
日
㈮

■
申
込
方
法

　

電
話
、
ま
た
は
直
接
担
当
窓
口

で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
し

込
ま
れ
た
方
に
は
、
事
前
に
文
書

で
収
集
日
・
収
集
業
者
な
ど
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

■
申
込
先
・
問
合
せ

　

お
住
ま
い
の
区
域
（
旧
市
町
管

内
）
で
、
申
込
先
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

〇
旧
西
条
市
管
内
の
方

　

市
庁
舎
別
館
衛
生
課

　

廃
棄
物
対
策
係

　
　
　
　
　
　
（
内
線
２
４
５
３
）

○
旧
東
予
市
管
内
の
方

　

東
予
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

生
活
環
境
係　
（
内
線
１
５
５
）

○
旧
丹
原
町
管
内
の
方

　

丹
原
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

生
活
環
境
係　
（
内
線
２
０
９
）

○
旧
小
松
町
管
内
の
方

　

小
松
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　

生
活
環
境
係　
（
内
線
１
３
２
）

検
察
審
査
会
を
ご
存
じ
で
す
か

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
傷
害
な
ど

の
犯
罪
被
害
に
あ
っ
た
が
、
検
察

官
が
被
疑
者
（
犯
罪
の
嫌
疑
を
受

け
て
い
る
者
）
を
裁
判
に
か
け
て

く
れ
な
い
（
不
起
訴
処
分
）
。

　

こ
の
よ
う
な
と
き
、
検
察
審
査

会
は
、
不
起
訴
処
分
の
善
し
あ
し

を
審
査
し
ま
す
。
不
満
を
お
持
ち

の
方
は
、
松
山
地
方
裁
判
所
西
条

支
部
に
あ
る
、
西
条
検
察
審
査
会

事
務
局
（
℡
０
８
９
７―

５
６―

０
６
８
５
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　水質保全区域の河川一斉清掃を実施します。（小雨決行）
　「水の都西条」にふさわしい、きれいな河川にするため、多くの
皆さんの参加をお願いいたします。
■お願い　清掃用具は、できるだけ各自で準備してください。
　　　　　記念品を用意していますので、お持ち帰りください。
■問合せ　市庁舎別館　環境課　水・環境保全係（内線2444）

■水質保全区域（水系）
①新町川水系
②新川水系
③御舟川水系
④馬渕川・サラサラ川水系

きれいな川が豊かな心を映し出す
７月３日㈰ ８時30分～10時水質保全区域一斉清掃

③御舟川水系

①新町川水系

②新川水系
④馬淵川・サラサラ川水系

渦井川

室川

加茂川

伊予
西条
駅古川橋

水都橋

市
役
所

水質保全区域マップ

14広報さいじょう　2005  ７月号

市
役
所
の

電
話
番
号

西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

引
き
続
き　

お
知
ら
せ


